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（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
第
百
九
十
回
国
会

閣
法
第
四
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
い
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
違
反
の
疑
い
に
つ
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
と
事
業
者
と
の
間

の
合
意
に
よ
り
解
決
す
る
制
度
の
導
入
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

二
、
特
許
法
の
一
部
改
正

１

発
明
の
新
規
性
喪
失
の
例
外
が
適
用
さ
れ
る
期
間
を
、
六
月
か
ら
一
年
に
延
長
す
る
。

２

特
許
権
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
、
特
許
権
の
設
定
の
登
録
が
特
許
出
願
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
又
は

出
願
審
査
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
延
長

登
録
の
出
願
に
よ
り
延
長
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
延
長
で
き
る
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
。
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三
、
商
標
法
の
一
部
改
正

商
標
の
不
正
使
用
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
商
標
の
取
得
及
び
維
持
に
通
常
要
す
る

費
用
に
相
当
す
る
額
を
損
害
額
と
し
て
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正

１

我
が
国
に
輸
入
さ
れ
る
貨
物
の
原
産
性
等
を
確
認
す
る
た
め
に
税
関
職
員
が
行
う
調
査
に
係
る
手
続
規
定
の
整
備
を
行

う
。

２

経
済
連
携
協
定
締
約
国
か
ら
の
輸
入
が
急
増
し
た
場
合
、
経
済
連
携
協
定
締
約
国
が
当
該
協
定
に
違
反
し
た
場
合
、
経

済
連
携
協
定
締
約
国
か
ら
の
特
定
品
目
の
輸
入
数
量
が
一
定
の
水
準
を
超
え
た
場
合
等
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
関
税
率
を

引
き
上
げ
る
手
続
規
定
の
整
備
を
行
う
。

五
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

外
国
に
あ
る
事
業
所
に
お
い
て
管
理
医
療
機
器
等
の
基
準
適
合
性
認
証
の
業
務
を
行
う
認
証
機
関
の
登
録
、
監
督
等
の
規

定
の
整
備
を
行
う
。

六
、
畜
産
物
の
価
格
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
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肉
用
牛
又
は
肉
豚
の
標
準
的
な
販
売
価
格
が
標
準
的
な
生
産
費
を
下
回
っ
た
場
合
に
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機

構
が
そ
の
差
額
を
補
塡
す
る
た
め
の
交
付
金
を
交
付
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

七
、
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

砂
糖
と
の
価
格
調
整
の
対
象
に
輸
入
さ
れ
る
加
糖
調
製
品
を
加
え
る
。

八
、
著
作
権
法
の
一
部
改
正

１

著
作
物
の
保
護
期
間
の
終
期
を
原
則
著
作
者
の
死
後
五
十
年
か
ら
七
十
年
に
延
長
す
る
と
と
も
に
、
実
演
及
び
レ
コ
ー

ド
の
保
護
期
間
の
終
期
を
そ
れ
ぞ
れ
実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
の
発
行
の
後
五
十
年
か
ら
七
十
年
に
延
長
す
る
。

２

著
作
権
等
を
侵
害
す
る
罪
の
う
ち
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
非
親
告
罪
化
す
る
。

九
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
の
業
務
に
つ
い
て
、
肉
用
牛
及
び
肉
豚
に
つ
い
て
の
交
付
金
の
交
付
を
行
う
こ
と
並

び
に
輸
入
加
糖
調
製
品
の
買
入
れ
及
び
売
戻
し
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
。

十
、
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

国
際
約
束
に
よ
り
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
を
外
国
と
相
互
に
保
護
で
き
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
指
定
制
度
を
創
設
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す
る
。

十
一
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

財
務
大
臣
は
、
経
済
連
携
協
定
締
約
国
の
税
関
当
局
か
ら
、
我
が
国
か
ら
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
原
産
性
に
つ
い
て
の
確
認

を
す
る
た
め
に
協
力
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
求
め
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

十
二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

十
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


